
～脱炭素に向けた経済活動の推進～

兵庫県農政環境部環境管理局
温暖化対策課
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R3.3.８ ひょうご版再エネ100セミナー

兵庫県地球温暖化対策の推進
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１ 兵庫県地球温暖化対策推進計画の見直し



兵庫県地球温暖化対策推進計画
■兵庫県地球温暖化対策推進計画（2017年3月策定）の進捗状況
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間
発
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h
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非住宅用
太陽光発電

風力発電

小水力発電

ﾊﾞｲｵﾏｽ発電

ごみ発電

住宅用
太陽光発電

39億kWh
(9%)

50億kWh
（12%)

70億kWh
(17％)

【2019年度】
42億kWh

2030年度に発電量70億kWh
2020年度に発電量50億kWh

再生可能エネルギー導入目標

［2017年度】
2013年度比8.7%削減

2030年度に2013年度比26.5％削減
2020年度に2013年度比５％削減

温室効果ガス削減目標
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⚫ 国対策に加えて県独自の取組を積極的に盛り込み、国目標を上回る温室効果ガスの削減を
目指す。

⚫ 県が取り組む施策を明らかにし、県民・事業者・行政等様々な主体の参画と協働のも
と取組を着実に進めることにより、我が国の低炭素社会づくりをリードしていく。

１ 新・兵庫県地球温暖化対策推進計画の推進



2020 2030 2050

2030年度温室効果ガス削減
目標、再生可能エネルギー
導入目標を見直し

削減目標（2013年度比）

【現在】 【見直し】

26.5% ⇒ 35～38％

<2030年に向けて>

取組･削減目標の

強化

<2050年を見据えて>

長期的な将来像や

戦略の検討

「低炭素」のステージを
「脱炭素」に進めるための
取組や将来像を検討

●「地域循環共生圏」の創出や100％
再エネ転換を促すRE100電力の調達
などのエネルギー転換

●豊かな海の藻場･干潟等による炭素を
貯留する「ブルーカーボン」の創出

●水素還元製鉄技術による「ゼロカー
ボン・スチール」の実装

●水素モビリティの普及

革新的イノベーションや
ライフスタイルの転換が不可欠

再生ｴﾈﾙｷﾞｰの可能性
出典：（独） 国際協力機構ＨＰ

「兵庫県地球温暖化対策推進計画」の見直し
【想定より３年前倒し・2020年度中の見直しを目指す】
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◆背景
⚫ 国内外で脱炭素化の動きが加速 ⇒ 当計画も「低炭素」から「脱炭素」へ移行
⚫ 県は国に先立ち、2020年9月29日に「2050年に二酸化炭素排出実質ゼロ」を表明

（国は、10/26に「2050年までに温室効果ガスの排出を全体としてゼロにする。」と宣言）
◆計画の趣旨
⚫ 脱炭素社会の実現に向けて、長期的な将来像や取組の方向性を示すとともに、そこに至るまで

のマイルストーンである2030年度目標値を強化 ⇒ 脱炭素社会の実現を地域から先導する。
⚫ 気候変動影響及び適応策の取組等を盛り込み、削減策を基本としながら適応策も一体的に推進

⇒ 強靱かつ柔軟な「気候変動に立ち向かうひょうごづくり」を目指す。

１ 新・兵庫県地球温暖化対策推進計画の推進



｢2050年二酸化炭素排出量実質ゼロ｣をゴー
ルとし、県民・事業者・団体・行政等が一
体となり、
2030年度は、
①35％削減（2013年度比）の達成に向け、
果敢に取り組みつつ、
②さらに取組の加速・拡大を図っていく中
で、最大38％削減（2013年度比）を目指す。 0
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中間目標▲５％ 最終目標

▲26.5％

最大

▲38％

強化

第４次計画の目標値 新目標値（kt-CO2）

▲35％

【温室効果ガス削減目標】※2030年度の電力排出係数：国計画の想定値（0.37kg-
CO2/kWh）を採用

「兵庫県地球温暖化対策推進計画」（案）
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（億kWh）

（年度）

70億kWh
（19％）

50億kWh
（13％）

42億kWh
（11％）

実績 中間目標 最終目標

住宅用
太陽光発電

非住宅用
太陽光発電

風力発電

小水力発電

ﾊﾞｲｵﾏｽ発電

ごみ発電

80億kWh
（22％）

第４次計画の目標値 新目標値

強化

再生可能エネルギーによる発電量70億kWh
（再エネ比率※１約17%）

再生可能エネルギーによる発電量80億kWh
（再エネ比率※２約22%）

※１ 2030年度の県内年間消費電力量を2013年度実績並と想定した
場合の再生可能エネルギーによる発電量が占める割合
※２ 2030年度の県内年間消費電力量を2019年度実績並と想定した
場合の再生可能エネルギーによる発電量が占める割合
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１ 新・兵庫県地球温暖化対策推進計画の推進

⚫ 国内外での脱炭素化への動きが加速する中、2050年CO2排出量実質ゼロを目指す。
⚫ ｢脱炭素社会の実現｣を地域から先導していくため、｢兵庫県地球温暖化対策推進計画（H29.3策

定）｣の2030年度温室効果ガス削減目標を強化する（2013年度比▲26.5％→▲35～38％）等、令
和２年度内に新計画に改定し、温暖化対策をさらに推進する。
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２ 脱炭素に向けた経済活動の推進



条例・要綱に基づく特定物質排出抑制計画・報告制度
⚫ 温室効果ガス排出抑制計画・報告制度（H26.6改正）

※大気汚染防止法に基づくばい煙発生施設を設置する工場等

⚫ 制度の対象事業所の拡大検討（R3～）
① 要綱対象事業所を、条例対象とし、排出抑制計画書の策定・

措置結果の報告を義務づけ

② 計画・措置結果の公表対象を500㎘/年以上※とし、1,500㎘/
年以上は事業者ごとに加え、事業所ごとの結果の内訳を公表

エネルギーの使用量
(原油換算)

根拠
規定

報告事項等 事業
所数計画

措置
結果 公表

1,500kL/年以上
条例

○ ○ ○ 656
500kL/年以上※ ○ ○ 400
500kL/年未満※ 要綱 ○ ○ 665

県の部門別温室効果ガス排出量（2017年度）

※1 エネルギー転換部門を含む
※2 非エネルギー起源二酸化炭素、

メタン、一酸化二窒素、代替フロン等
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部 門
2013（H25）年度 2017（H29）年度 2018（H30）年度

事業所数 排出量 事業所数 排出量 事業所数 排出量

産 業 630 35,230 648 31,632 644 29,381

業 務 384 1,821 375 1,557 367 1,356

その他※1 49 1,528 46 1,282 45 1,210

合 計※2 1,063 38,580 1,069 34,471 1,056 31,947

※１ 廃棄物部門等 13年度比 ▲10.6% 13年度比 ▲17.2%

※２ 四捨五入の関係で一致しない。

条例対象事業所からの温室効果ガス排出量 （単位：kt-CO2）

産業部門※１

65.8%
業務部門

8.2%

家庭部門

10.1%

運輸部門

10.7%

その他※２

5%

２ 脱炭素に向けた経済活動の推進
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2020年度 （県） 指針案作成、指針改正告示（3月）

2021年度（予定） （県） 指針マニュアル作成、説明会開催（5～６月）
（事業者）R2報告書提出（7月）、計画書提出（12月頃）

特定物質排出抑制計画制度における指針改正（案）

■改正内容（案）

■スケジュール

項目 現行 改正案
基準年度 2005（平成17）年度 2013（平成25）年度
目標年度 2020（平成32）年度 2030（令和12）年度
計画期間 2014年度からの７年間 2021年からの10年間
目標設定 総排出量若しくは原単位 総排出量

電力排出係数 0.358kg/kWhに固定 小売電気事業者の排出係数(最新値)

主な追加内容

 2050年CO2排出実質排出ゼロを見据えた長期方針
 排出抑制措置の追加・強化（石炭火力の廃止・転換など）
 再エネ設備導入、再エネ電力利用状況
 国際的イニシアティブ（CDP、SBT、RE100等）参画状況

■背景・課題

• 現行指針の目標年度（2020年度）の到来

• 兵庫県地球温暖化対策推進計画の改定により、
特に産業・業務部門からの排出削減強化が必要

部門
2017年
削減率

2030年削減率

現目標 新目標

産業部門 ▲ 5.9 ▲19.7 ▲28

業務部門 ▲17.9 ▲43.9 ▲53

家庭部門 ▲17.2 ▲43.0 ▲46

運輸部門 ▲ 9.6 ▲26.9 ▲30

計 ▲ 8.7 ▲26.5 ▲35～▲38

２ 脱炭素に向けた経済活動の推進



① 県内の再エネの需要・供給の動向に関する情報の不足
② 事業所が再エネを導入しやすい環境や仕組みが整備されていない。(再エネ電力への切替えのハードルが高い）

供給事業者

・発電
・小売
・PPA

事業所
（需要家）

Ｒ3

意見交換

・県内での電力販売の状況
・再エネメニューの現状
・再エネ販売の意向

意識調査
・再エネ導入の障壁、課題
・事業所の関心、意向の把握
セミナー開催
・必要性、ﾒﾘｯﾄ等の情報提供

成果・目標

供給事業者の基盤構築

・参画事業者の選別、整理
・事業スキームの検討
・ﾊﾟｲﾛｯﾄ版ﾏｯﾁﾝｸﾞｻｲﾄの検討

掘り起こし
・関心のある事業者の発掘
セミナー開催
・必要性、ﾒﾘｯﾄ等の情報提供

課題整理 基盤整備に向けた検討

Ｒ4～

プラットフォームの構築

セミナーやマッチング会に代わり、オン
ライン上で適宜に、供給事業者の再エネ
メニューやRE100等の情報を需要家に提
供し、マッチングを促進

必要性

課題

①脱炭素社会への移行、SDGsやESG投資の拡大を背景に、使用電力を100％再エネで賄う事業者を発掘・支援
②地域に分散する再エネ電力の需要を高め、地域発電の活性化

Ｒ２

マッチング会開催
・商談会

目
標

取組

オンラインプラットフォーム構築

供給
事業者

兵庫
県

需要
家

参画 参画

呼びかけ

プラット
フォーム

ﾋﾞｼﾞﾈｽ機会
拡大

RE100 等
に参画

事業者間で商談

ひょうご版再エネ１００推進事業

２ 脱炭素に向けた経済活動の推進
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参考１ 参考２ 参考３

現状、事業所の8割以上は自家用発電設備導
入が必要とは考えていない。検討されてい
る設備で最大はディーゼルである。また、
検討にあたって障壁になっているのは、設
置費用と設置場所である。

4割以上の事業所がグリーン電力に関心があ
ると回答。ただ調達にあたっては「価格」
「電力会社の信頼度」「供給安定性」を重
視すると回答。

1MW PV + Battery,
15yrs PPA

400kW PV + Battery,
15yrs PPA

自家消費用太陽光発電の導入がで
きれば電力調達価格が低下する事
業所が多数である可能性が高い

参考４ 参考５

太陽光発電が設置可能な空き面積は多数確
認できている。一方、新たな設備導入ス
キームへの関心・認知度は全体的に低い。
また、電力小売全面自由化後、電力調達先
を検討したことがない事業所が4割に上る。

参考６

エネルギーサービス事業者が、需要家の保
有する施設に太陽光発電設備や蓄電設備な
どを設置し、同設備から発電される電力を
需要家に供給するサービス。需要家は消費
する電力量に応じ、サービス料金を事業者
に支払う。契約期間満了後は設備を需要家
に譲渡、または契約を延長する。

需要家
エネル
ギー事
業者

エネルギーサービス契約（10～20年）

太陽光発電・蓄電設備設置

サービス料金の支払い

発注

EPC事業者設計・調達・
工事、保守運用

不足する消費電力は
電力会社から購入

令和2年度ひょうご版再エネ１００事業 事業者アンケート調査・ヒアリング調査の結果
（※下記図表はそのうちの一部を示したもの。）

• 環境省管轄施設における調達事例
①RE100要件を仕様書に明記した一般競争入
札により、同単価（17.1円/kWh）で再エネ
比率30%→100%を達成
②再エネ比率を指定した共同調達により、
ほぼ同単価（15.7→15.8円/kWh）で再エネ
比率無し→30%を達成
• 県内の社会福祉法人Aの事例

再エネ率 単価 調達額 上昇率

12%（従来
契約）

18.32
円/kWh

461百
万円

-

75% 18.39
円/kWh

463百
万円

+0.4%（総収
入の0.004%）

100% 19.79
円/kWh

498百
万円

+7.6%（総収
入の0.08%）



発 足日 2019年10月

主 催

再エネ100宣言RE Action協議会
（公財）地球環境戦略研究機関（ＩＧＥＳ）
グリーン購入ネットワーク（ＧＰＮ）
日本気候リーダーズ・パートナーシップ（ＪＣＬＰ）
イクレイ日本

対象団体
日本国内の企業（年間消費電力量が50GWｈ未満）、自治体、教育機関、
医療機関等の団体

宣言要件 2050年までに消費電力の100％再エネ化を達成 など
参加団体 １０８団体（2021年３月１日現在）

アンバサダー
の役割・対象

役 割：再エネ100宣言RE Actionへの賛同支援の表明、
地域内団体等への参加推奨・ＰＲ等

対 象：中央省庁、都道府県、政令指定都市の自治体 11

再エネ100宣言 RE Action アンバサダーに参加

⚫ 企業が自らの事業の使用電力を100％再生可能エネルギーで賄うことを目指す国際的なイニ
シアティブであるRE100の認知度が高まっており、中小事業者等を対象としたイニシアティ
ブ「再エネ100宣言RE Action」も発足され、再エネの導入は企業の経営戦略上の課題として
大きな関心を集めている。

⚫ 本県として、「再エネ100宣言RE Action」への賛同支援を表明するとともに、中小事業者に
取組の輪を広げるため、アンバサダー（本活動の応援者）として参加（2021.3.8記者発表）

【再エネ100宣言 RE Actionについて】

２ 脱炭素に向けた経済活動の推進



ひょうご版再エネ１００の推進（R3年度：1,500千円）

⚫ 温室効果ガス排出量の74％を占める産業・業務部門で排出削減を強化するためには、工場、
事業所での再エネ設備の導入や再エネ電力の利用を促進する必要がある。

⚫ そこで、SDGsやESG（環境・社会・企業統治）投資の拡大を背景に、使用電力を100％
再エネで賄おうとする事業者を発掘・支援するとともに、再エネ電力に対する需要を高め
ることで、供給側を活性化し、創エネにつなげる。

再エネプランの登録

セミナーの開催

マッチング
会の開催

需要家
(工場・事業所)

技術･経営支援
出資･財政支援

地域発電
事業者

県

ネット
ワーク化

Ａ
Ｂ
Ｃ
Ｄ

小売電気事業者

工場・事業所での再エネ活用の推進

① 小売電気事業者のネットワーク化

② 小売電気事業者と需要家とのマッチング支援

・産業界と連携し､再エネ導入を検討している事業者向けのセミナーを開催

・小売電気事業者と事業者（需要家）との個別相談会を開催し、具体的なマッチングを促進

再エネ地域発電事業者の創エネのためのマッチング支援

２ 脱炭素に向けた経済活動の推進
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中小事業所に対する再エネ、省エネ設備等の導入支援

◼ 中小事業所創エネ・省エネ設備導入等の促進（40,050千円）

●対象事業所 省エネ診断等を受診し、省エネ相談員から設備更新の提案を受けた事業所等

●対象事業 ・省エネ設備への改修、更新等

・省エネ化工事(断熱化工事等)

・再生可能エネルギー施設の設置

（太陽光発電施設、バイオマス熱供給施設、PPAモデル導入に伴う屋根改修等）

●補助上限額 1,000千円（補助率1/3）

ただし、PPAモデル導入に伴う屋根改修等は 2,000千円（補助率1/3）

◼ 環境保全・グリーンエネルギー設備設置融資の実施（532,490千円）

●融資対象者 県内に工場等を有する中小企業者等

●融資枠 ９億円 ●融資利率 0.7％ ●償還期間 10年以内

●融資限度額 １億円／１企業・組合あたり

◼ 中小企業設備貸与の実施（貸与事業規模15億円）

●実施主体 (公財）ひょうご産業活性化センター

●対象企業 従業員21人以上300人以下の中小企業

●貸与限度額 １億円

●資金負担割合県１／２、センター１／２

＜割賦制度＞
・ 割賦損料 0.70％～1.95％
・ 貸与期間 10年以内

＜リース制度＞
・ リース料 0.95％～2.94％
・ 貸与期間 10年以内

２ 脱炭素に向けた経済活動の推進
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ひょうごゼロカーボン産業社会共同研究会（823千円）

温室効果ガス削減目標達成のため、バイオマス燃料の共同調達やグリーンイノベーションの実
用化検討など、個別企業では解決が困難な課題等をテーマに産学官による研究会を開催

区 分 内 容(案)

構 成
・事業主体：県（事務局：IGES関西ｾﾝﾀｰ）
・構 成：県内事業者、電力・ガス供給事業者、金融機関

研究ﾃｰﾏ
・バイオ燃料(木質・下水汚泥)の共同調達などの混焼による高効率化の検討
・グリーンイノベーション（CCSの実証など）の動向把握や実用化検討 等

方 法
計８回開催
・1-5回：課題共有、学識者等による最新技術・事業に関する講義、方向性の検討
・6-7回：事業性（採算・手法）の検討、事業化に向けた調整、8回：とりまとめ

想定される高効率化事業

木質ﾊﾞｲｵﾏｽ：石炭火力混焼
森林資源を燃料用材化、

燃焼時のエネルギー活用に
より発電可能

下水汚泥：石炭火力混焼
下水汚泥を脱水処理・炭

化しペレット化することで
燃料として活用可能

ＣＣＳ（ＣＯ２回収貯留）
排出ガスからＣＯ２だけを

分離回収し、地中深くの地
層で貯留する技術

２ 脱炭素に向けた経済活動の推進
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